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保医発 0909第 1号

平成 23年 9月 9 13 

地方厚生(支)局医療課長

都道府県民生主管部(局)

国民健康保険主管課(部)長 |殿

都道府県後期高齢者医療主管部(局)

後期高齢者医療主管課(部)長

「特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)の一部改正に伴う特定

保険医療材料料(使用歯科材料料)の算定について」の一部改正について

今般、「特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)の一部を改正する件J(平成23

年厚生労働省告示第317号)が公布され、歯科用貴金属材料の材料価格改定が行われたところ

である。これに伴い「特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)J (平成20年厚生労

働省告示第61号)のVIに規定する特定保険医療材料の算定について、関連する通知を下記のと

おり改正するので、そめ取扱いに遺漏のないよう、貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に

対して周知徹底を図られたし、。

なお、本通知は平成23年10月 1日から適用する。

記

「特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)の一部改正に伴う特定保険医療材料

料(使用歯科材料料)の算定についてJ(平成22年 3月5日保医発0305第 6号)の別紙 1を次

のように改正する。
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031j紙1)

材料料

M002 支台築造(1歯につき)

1 メタノレコア

(1) 大臼歯

(2) 小臼歯・前歯

2 その他

(1) 大臼歯

(2) 小臼歯・前歯

M005 装着

l 歯冠修復物(1個につき)

(1) 歯科用合着・接着材料 I

(2) 歯科用合着・接着材料E

(3) 歯科用合着・接着材料E

2 仮着(1歯につき)

3 副子の装着の場合(1歯につき)

(1) 歯科用合着・接着材料 I

(2) 歯科用合着・接着材料E

(3) 歯科用合着・接着材料皿又は歯科充填用即時硬化レジン

M009 充填(1禽洞につき)

〔金属小釘を使用した場合は次の材料料と金属小釘料との合計により算定する。〕

1 銀錫アマルガム

(1) 単純なもの

(2) 複雑なもの

2 歯科充填用材料 I 

(1) 単純なもの

(2) 複雑なもの

61点

38点

32点

21点

16点

12点

4点

4点

16 ，~ 

12点

4点

13点

28点

1 1点

28点

注 クリアフィルC Rインレ一、パルフィークインレ一、クノレツアーインレーCSセット、ス

日ーエムレジンインレーシステム、ベルフィールインレ一、ライトフィルCRインレーを用

いて、インレー修復の単純なものを行った場合の保険医療材料は(2)により、インレー修復の

複雑なものを行った場合の保険医療材料は(1)及び(2)を合算し算定する。

3 歯科充填用材料 E 

(1) 単純なもの 5点

(2) 複雑なもの 11点

注 SR イソシットインレーを用いてインレー修復の単純なものを行った場合の保険医療材

料は(2)により、インレー修復の複雑なものを行った場合の保険医療材料は(1)及び(2)を合算し

算定する。

4 歯科充填用材料 rn 2点

MOI0 鋳造歯冠修復(lf!固につき)

1 14カラット金合金

(1) インレー

複雑なもの

(2) 4分の 3冠

2 金銀パラジウム合金(金12%以上)

455，点

568点
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(1) 大臼歯

イ インレー

a 単純なもの 124点

b 複雑なもの 229点

ロ 5分の4冠 288点

ハ全部 鋳造冠 362点

(2) 小臼歯・前歯

イ インレー

a 単純なもの 84点

b 複雑なもの 167点

ロ 4分の 3冠 207点
ノ、 5分の4冠 207点

一全部鋳造冠 259点

3 鋳造用ニッケノレクロム合金

(1) 大臼歯

イ インレー

a 単純なもの 4点

b 複雑なもの 4点

ロ 5分の4冠 8点

ハ全部 鋳造冠 10点

(2) 小臼歯・前歯

イ インレー

a 単純なもの 4点

b 複雑なもの 4点

ロ 4分の 3冠 6点

ノ、 5分の4冠 6点

ー全部鋳造冠 8点

4 銀合金

(l) 大臼歯

イ インレー

a 単純なもの 16点

b 複雑なもの 28 ，~ 

ロ 5分の4冠 36点

ハ全部 鋳造冠 44点

(2) 小臼歯・前歯・乳歯

イ インレー

a 単純なもの 10点

b 複雑なもの 21点

ロ 4分の 3冠(乳歯を除く。) 25点

ノ、 5分の4冠(乳歯を除く。) 25J~ 

全部鋳造冠 32点

MOll 前装鋳造冠(1歯につき)

1 金銀パラジウム合金(金12%以上)を用いた場合 323点

2 鋳造用ニッケノレクロム合金を用いた場合 1 7点

3 銀合金を用いた場合 71点
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M014 ジャケット冠(1歯につき)

〔次の材料料と人工歯料との合計により算定する。〕

1歯につき

M015 硬質レジンジャケット冠(1歯につき)

1 歯冠用加熱重合硬質レジン

2 歯冠用光重量合硬質レジン

M016 乳歯金属冠 cl歯につき)

M017 ポンティック(ダミー) (1歯につき)

1 鋳造ポンティック(ダミー)

(l) 金銀パラジウム合金(金12%以上)

イ大臼歯

ロ小臼歯

(2) 銀合金又はニッケルクロム合金

大臼歯・小臼歯

2 金属裏装ポンティック(ダミー)

〔次の材料料(金属材料料とレジン材料料を含む。)と人工歯料との合計により算定する。〕

(l) 14カラット金合金

(2) 金銀ノ号ラジウム合金(金12%以上)

イ 前 歯

ロ小臼歯

(3) 銀合金又はニッケルクロム合金

前歯・小臼歯

3 前装鋳造ポンティック(ダミー)

(l) 金銀ノ号ラジワム合金(金12%以上)を用いた場合

(2) 銀合金又はニッケノレクロム合金を用いた場合

M018 有床義歯

[次の材料料と人工歯料との合計により算定する。〕

1 局部義歯 cl床につき)

(1) 1歯から 4歯まで

(2) 5歯から B歯まで

(3) 9歯から11歯まで

(4) 12歯から14歯まで

2 総義歯 cl顎につき)

M019 熱可盗性樹脂有床義歯(1床につき)

〔次の材料料と人工歯料との合計により算定する。〕

熱可塑性樹脂有床義歯 cl床につき)

M020 鋳造鈎 cl個につき)

1 14カラット金合金

(l) 双歯鈎

イ 大・小臼歯

ロ 犬歯・小臼歯

(2) 両翼鈎(レストっき)

イ大臼歯

ロ 犬歯・小臼歯

ハ前歯(切歯)

2点

8点

213点

29点

417点

314点

37点

427点

169点

213点

24点、

250点

47点

2点

3点

5，点

B点

10点

48点

674点

548点

548点

421点

324点



2 金銀パラジウム合金(金12%以上)

(1) 双歯鈎

イ 大・小臼歯

ロ 犬歯・小臼歯

(2) 両翼鈎(レストっき)

イ大臼 歯

ロ 犬歯・小臼歯

ハ前歯(切歯)

3 鋳造用ニッケノレクロム合金、鋳造用コバルトクロム合金

M021 線鈎(1個につき)

1 不鋳鋼及び特殊鋼

2 14カラット金合金

(1) 双歯鈎

(2) 両翼鈎(レストっき)

M022 フック、スパー(1個につき)

不鋳鋼及び特殊鋼

M023 パー(1個につき)

1 鋳造パー

(1) 金銀ノ号ラジウム合金(金12%以上)

(2) 鋳造用ニッケルクロム合金、鋳造用コバルトクロム合金

2 屈曲パー

(1) 不鋳鋼及び特殊鋼!

(2) 金銀パラジウム合金(金12%以上)

イ パラタノレバー

ロ リンガルパー

333点

26 L¥?: 

229点

199点

184点

5点

10点

459点

355点

7点

534，長

19，長

46，長

912点

869点

、4



(参考)

「特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)の一部改正に伴う特定保険医療材料料(使用歯科材料料)の算定についてJの一部改正について

(傍線の部分は改E部分)

改 正 後 現 イ'ー7 

(glj主J<1 ) (glj紙1)

材料料 材料料

M002 文台築造(1歯につき) M002 支台築造(1歯につき)

1 メタノレコア 1 メタノレコア

(]) 大臼歯 ill主 (]) 大臼歯 坐卓

(2) 小臼歯前歯 担』主 (2) 小臼歯・前歯 担息

2 (略) 2 (略)

M010 鋳造歯冠修復(1個につき) M010 鋳造歯冠修復(1伺につき)

1 14カラット金合金 1 14カラット金合金

(1) インレー (1) インレー

複雑なもの 笠fUI五 複雑なもの 坐皇皐

(2) 4分の 3冠 鐙E卓 (2) 4分の 3冠 旦互皐

2 金銀パラジウム合金(金12%以上) 2 金銀パラジウム合金(金12%以上)

(]) 大臼歯 (]) 大臼歯

イ インレー イインレー

a 単純なもの 辺五息 a 単純なもの 辺旦A;

b 複雑なもの 辺旦卓 b 複雑なもの 週互卓

ロ 5分の 4冠 盆E皐 ロ 5分の4冠 坐皇卓

ハ全部鋳造冠 通2息 ハ全部鋳造冠 迎皇A;

(2) 小臼歯・前歯 (2) 小臼歯・前歯

イ インレー イインレー

a 単純なもの 銭A; a 単純なもの 7ZJ，f. 

b 複雑なもの 通Z皐 b 複雑なもの 込立息
ロ 4分の 3冠 辺Z卓 ロ 4分の 3冠 江主息
ノ、 5分の4冠 辺1A ノ、 5分の 4冠 立E点
ニ全部鋳造冠 i 語皇皐 ニ全部鋳造冠 盆M.

3 (略) 3 (略)

4 銀合金 4 銀合金

(]) 大臼歯 (]) 大臼歯

イインレー イ インレー

a 単純なもの 通A; a 単純なもの 迫皐

b 複雑なもの 翠卓 b 複雑なもの 認皐

ロ 5分の4冠 鐙卓 ロ 5分の4冠 辺A;



M011 

l 

2 

3 

M017 

ノ、 全部鋳造冠

(2) 小臼歯・前歯・乳歯

イインレ}

a 

b 

単純なもの

複雑なもの

4分の 3冠(乳歯を除く。)

5分の4冠(乳歯を除く。)

ニ全部鋳造冠

ノ、

ロ

前装鋳造冠(1歯につき)

金銀パラジウム合金(金12%以上)を用いた場合

(略)

銀合金を用いた場合

ポンティック(ダミー) (1歯につき)

1 鋳造ポンティック(ダミー)

(1) 金銀パラジウム合金(金12%以上)

イ大臼歯

ロ 小臼歯

(2) 銀合金又はニッケノレクロム合金

大臼歯・小臼歯

2 金属裏装ポジティック(ダミー)

〔次の材料料(金属材料料とレジン材料料を含む。)と人ヱ歯料との合計により算定する。]

(1) 14カラット金合金

(2) 金銀パラジウム合金(金12%以上)

イ前歯

ロ

(3) 

小臼歯

銀合金又はニッケノレクロム合金

前歯・小臼歯

3 前装鋳造ポンティック(ダミー)

(1) 金銀パラジウム合金(金12%以上)を用いた場合

(2) 銀合金又はニッケノレクロム合金を用いた場合

M020 鋳造鈎(1個につき)

1 14カラット金合金

(1) 双歯鈎

イ 大・小臼歯

ロ 犬歯・小臼歯

(2) 両翼鈎(レストっき)

イ大臼歯

ロ 犬歯・小臼歯

経息

辺息

lli三
盆息

語卓

盆卓

ノ、 全部鋳造冠

(2) 小臼歯・前歯・乳歯

イインレー

a 

b 

単純なもの

複雑なもの

4分の 3冠(乳歯を除く。)

5分の4冠(乳歯を除く。)

ニ全部鋳造冠

ノ、

ロ

前装鋳造冠(1歯につき)IMOll 

諮主卓 l 金銀パラジウム合金(金12%以上)を用いた場合

2 略)

銀合金を用いた場合71卓I3 

M017 ポンティック(ダミー)(1歯につき)

1 鋳造ポンティック(ダミー)

坐Z卓

品生息

主息

鎧Z卓

通皇iL
213怠

担卓

(1) 金銀パラジウム合金(金12%以上)

イ大臼歯

ロ

(2) 

小臼歯

銀合金又はニッケノレクロム合金

大臼歯・小臼歯

2 金属裏装ポンティック(ダミー)

〔次の材料料(金属材料料とレジン材料料を宮む。)と人工歯料との合計により算定する。)

(1) 14カラット金合金

(2) 金銀パラジウム合金(金12%以上)

イ 前 歯

ロ小臼歯

(3) 銀合金文は=ッケノレクロム合金

前歯・小臼歯

3 前装鋳造ポンティック(ダミー)

益虫卓(1) 金銀パラジウム合金(金12%以上)を用いた場合

位卓 (2) 銀合金又はニッケノレクロム合金を用いた場合

笠生息

坐皇iL

邑皇皐

笠l皐

M020 鋳造鈎(1個につき)

1 14カラット金合金

(1) 双歯鈎

イ 大・小臼歯

ロ犬歯.d、臼歯

(2) 両翼鈎(レストっき)

イ大臼歯

ロ 犬歯・小臼歯

誕息

~ 

江iL
2L~ 

主主

m正

Z昼11i

旦iL

道主息

益皇卓

主息

組E息

込主卓

認Z息

lli己

214卓

鎧卓

堅Z息

邑旦息

邑且息

鐙E卓

• 



ハ前歯(切歯) 盆1A ハ前歯(切歯) 盟主卓

2 金銀パラジウム合金(金12%以上) 2 金銀パラジウム合金(金12%以上)

(1) 双歯鈎 (1) 双歯鈎

イ 大・小臼歯 辺2卓 イ 大・小臼歯 盆1A

ロ 犬歯・小臼歯 盆lA. ロ 犬歯・小臼歯 辺五息

(2) 両翼鈎(レストっき) (2) 両翼鈎(レストっき)

イ 大臼歯 盆皇息 イ大臼歯 迫M主

ロ 犬歯・小臼歯 立睦 ロ 犬歯・小臼歯 立Qlii，.

ハ前歯(切歯) 盟主A ハ前歯(切歯) 話旦息

3 (略) 3 (略)

M023 パー(l個につき) M023 パー(1個につき)

1 鋳造ノ〈ー l 鋳造パー

(1) 金銀ノ号ラジウム合金(金12%以上) 島生息 (1) 金銀パラジウム合金(金12%以上) 経且息

(2) (略) (2) (略)

2 屈曲パー 2 屈曲パー

(1) (略) (1) (略)

(2) 金銀パラジウム合金(金12%以上) (2) 金銀ノ〈ラジウム合金(金12%以上)

イ パラタルパー 旦旦卓 イ パラタJレパー 'J.lM，. 

ロ リンガノレパー 鐙皇卓 ロ リンガノレバー .mA. 



社団法人 日本病院会御中

事務連絡

平成 23年 9月 9日

厚生労働省保険局医療課

「特定保険医療材料及び医療機器保険適用希望書(希望区分B) に

記載する機能区分コードについてJの一部改正について

標記について、別添のとおり地方厚生(支)局医療課、都道府県民生主管部(局)国民健康

保険主管課(部)及び都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期高齢者医療主管課(部)あて

連絡したのでお知らせします。
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地 方厚生(支)局医療課

都道府県民生主管部(局)

事務連絡

平成23年 9月 9日

国民健康保険主管課(部) ~ 御中

都道府県後期高齢者医療主管部(局)

後期高齢者医療主管課(部)

厚生労働省保険局医療課

「特定保険医療材料及び医療機器保険適用希望書(希望区分B) に

記載する機能区分コードについてJの一部改正について

標記については、本日、「特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)の一

部を改正する件J (平成23年厚生労働省告示第317号)が公布され、平成23年 10月 1日

から適用されることとされたことに伴い、「特定保険医療材料及び医療機器保険適用希

望書(希望区分 B)に記載する機能区分コードについてJ(平成22年 3月 5日事務連絡)

を次のように改正し、平成23年10月 1日から適用することとしたのでお知らせいたしま

す。

記

1 別表 E区分057の(1)に次のように加える。

⑥ ライナー(IV) B0020570106 

2 )3IJ表 E区分059の(3)を次のように改める。



(3 ) 人工関節固定強化部品

① 人工関節固定強化部品(I)

② 人工関節固定強化部品川

3 別表E区分133の(9)の④を次のように改める。

④ 脳血栓除去用

ア ワイヤー型

イ 破砕吸引型

4 別表 Eに次のように加える。

168 心腔内超音波プローブ

(1 ) 標準型

(2) 磁気センサー付き

B0020590301 

B0020590302 

B00213309041 

B00213309042 

B00216801 

B00216802 

<， 



「特定保険医療材料及び医療機器保険適用希望書(希望区分B)に記載する機能区分コードについてJの一部改正について

改正 後 現 行

(別表)
E 第6師、第9部、第四割及び第11部に規定する特定保険医療材料(フィ

(別表)
E 医科点数表の第2章第3部、第4師、第6師、揮9師、第10部及び第11部に規定する特定保障医掠材料(フイ

ルムを除く.)及v'機能区分コード

l 碓距区分 l 撒龍区分コード

1057工1股闘醐棚 | 
H11 骨盤側材料 |一一」一一よームー」

D 臼蓋置成用カップ(1 ・1

| ア標準型 IB002 :057 :01 :01 :1 
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1扇面「百円百可E丁金三圭量
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陣笠盟旦旦旦盟主土J
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t.， p 岨下干ステム(IT

回大胆骨ステムヘッド
ア大腿骨ステムヘッド(])

| イ 大腿骨ステムへツド[耳)
l @ 人工骨頭用

| アモノポ}ラカップ

l イ ノ〈イポーラカップ

!ω) 単純人工骨頭

1
059 オプション部品

l(]) 人工股間師用師品

目白 人工臨関節用田品

同ω 人工関節固定強化部品

l ~ 再撞用制ヒ部品

r
33

時喋実こノ勺レー、

| ア一般型
| イ極細型

! ウ ダブルルーメン

1 @控存血栓除去用

l 由経皮的血栓除去用
~ 酬ム以~~国


